
訓令番号 訓     令     名 所  管  名 公 布 年 月 日

訓令第２号
さいたま市下水道事業の財務に関する事務専決規程の

一部を改正する訓令
下 水 道 財 務 課 令和２年３月１８日

訓令第３号 さいたま市行政会議規程の一部を改正する訓令 秘 書 課 令和２年３月３１日

訓令第４号 さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 総 務 課 令和２年３月３１日

訓令第５号
さいたま市出納室等事務専決規程の一部を改正する訓

令
出 納 課 令和２年３月３１日

訓令第６号 さいたま市職員服務規程の一部を改正する訓令 人 事 課 令和２年３月３１日

訓令第７号
さいたま市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓

令
職 員 課 令和２年３月３１日

訓令第８号 さいたま市保健所事務専決規程の一部を改正する訓令 保 健 総 務 課 令和２年３月３１日

訓令第９号 さいたま市立病院事務専決規程の一部を改正する訓令 病 院 総 務 課 令和２年３月３１日

訓令第１０号 さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 総 務 課 令和２年５月１５日



   さいたま市下水道事業の財務に関する事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市下水道事業の財務に関する事務専決規程（平成１７年さいたま市訓令第

６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（財務に関する専決事項） （財務に関する専決事項） 

第３条 下水道事業の財務に関する共通専決事項は、

別表のとおりとする。 

第３条 下水道事業の財務に関する事項については、

別表のとおり専決することができる。

２ 下水道財務課長の下水道事業の財務に関する個

別専決事項は、次のとおりとする。 

 一時借入金の借入れの決定及び償還をするこ

と。 

 企業債による資金の借入れの決定及び償還を

すること。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

専決事項 課長 部長 局長 副市長

 ［略］ 

２ 支出負担行為 

  ・  ［略］ 

 削除 

～(43) ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

専決事項 課長 部長 局長 副市長

 ［略］ 

２ 支出負担行為 

  ・  ［略］ 

 賃金 

 ～(43) ［略］ 

〇 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

さいたま市訓令第２号



さいたま市行政会議規程の一部を改正する訓令 

さいたま市行政会議規程（平成１７年さいたま市訓令第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （主宰及び構成）  （主宰及び構成）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 会議は、市長、副市長、水道事業管理者、教育

長、局長、都市戦略本部長、区長、会計管理者、

消防局長、水道局長、議会局長、副教育長、選挙

管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査

事務局長、農業委員会事務局長、埼玉県警察さい

たま市警察部長その他市長が指定する者をもって

構成する。

２ 会議は、市長、副市長、水道事業管理者、教育

長、局長、都市戦略本部長、区長、消防局長、会

計管理者、水道局長、議会局長、副教育長、選挙

管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査

事務局長及び農業委員会事務局長並びに埼玉県警

察さいたま市警察部長をもって構成する。

３ ［略］ ３ ［略］

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

さいたま市訓令第３号



   さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市訓令第８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

共通専決事項 共通専決事項 

 １ ［略］  １ ［略］ 

 ２ 人事・服務  ２ 人事・服務 

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

１ 病気休暇及び特別休暇（さい

たま市職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例施行規則（

平成１３年さいたま市規則第２

９号）第２１条第１項第３号及

びさいたま市会計年度任用職員

の勤務時間及び休暇に関する規

則（令和元年さいたま市規則第

５１号）第１１条第２項第１号

を除く。）を承認すること。 

  ～  ［略］     

２ 職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条

の２第１項に規定する会計年度

任用職員（以下「会計年度任用

職員」という。）を除く。）の

職務専念義務を免除（さいたま

市職員の職務に専念する義務の

特例に関する条例施行規則（平

成１４年さいたま市人事委員会

規則第１６号）第２条第１０号

から第１２号までに限る。）す

ること。 

  ～  ［略］     

３～１０ ［略］     

１１ 会計年度任用職員を任免す  ○

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

１ 病気休暇及び特別休暇（さい

たま市職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例施行規則（

平成１３年さいたま市規則第２

９号）第２１条第１項第３号を

除く。）を承認すること。 

  ～  ［略］     

２ 職務専念義務を免除（さいた

ま市職員の職務に専念する義務

の特例に関する条例施行規則（

平成１４年さいたま市人事委員

会規則第１６号）第２条第１０

号から第１２号までに限る。）

すること。 

  ～  ［略］     

３～１０ ［略］     

１１ 臨時職員を任免すること。  ○

さいたま市訓令第４号



 ること。     

１２ 会計年度任用職員の職務専

念義務を免除（さいたま市職員

の職務に専念する義務の特例に

関する条例施行規則第２条第９

号を除く。）すること。 

〇

１３ 会計年度任用職員の営利企

業等従事を許可すること。 

〇

１４ 会計年度任用職員の介護休

暇、介護時間、育児休業及び部

分休業を承認すること。 

〇

１５ 地方公務員法第２８条第２

項第１号の規定により、会計年 

度任用職員に休職を命じること。

〇

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

 ３ ［略］  ３ ［略］ 

 ４ 支出負担行為  ４ 支出負担行為 

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

１～６ ［略］     

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ ［略］ 

２５ ［略］ 

２６ ［略］ 

２７ ［略］ 

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

１～６ ［略］     

７ 賃金 ○

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ ［略］ 

２５ ［略］ 

２６ ［略］ 

２７ ［略］ 

２８ ［略］ 

 ５～７ ［略］  ５～７ ［略］ 

 ８ 工事の執行  ８ 工事の執行 

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長



１ 工事の依頼及び承諾に関する

こと。 

 〇

２ ［略］ 

３ 設計変更の決定に関すること。

 重要なもの  〇

 軽微なもの 〇

４ 工期延期の決定に関すること。  〇

５ 工事完成の通知及び工事検査

の報告に関すること。 

 〇

６ ［略］ 

７ その他諸届に関すること。 〇

１ 工事依頼書の決定及び受理に

関すること。 

 〇

２ 設計施工の承認に関すること。  〇

３ ［略］ 

４ 工事完成通知書及び工事結果

の報告の受理に関すること。 

 〇

５ 諸届等に関すること。     

 承認  〇

 受理 〇

６ 着手の延期、中止及びこれら

の解除の決定をすること。 

 〇

７ 出来高払の決定をすること。  〇

８ 前金払の決定をすること。 〇

９ 設計変更の決定をすること。     

 重要なもの  〇

 軽易なもの 〇

１０ 竣工延期をすること。  〇

１１ ［略］ 

備考 ［略］  備考 ［略］ 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

 総務局  総務局 

人事部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

人事課 １ 職員（会計年度任用職

員を除く。次項から第４

項まで及び第６項におい

て同じ。）の職務専念義

務を免除（さいたま市職

員の職務に専念する義務

の特例に関する条例施行

規則第２条第９号から第

１２号までを除く。）す

ること。 

 〇

２ 職員の営利企業等従事

を許可すること。（局長

（局長相当職を含む。）

及び区長を除く。） 

  〇

３ 職員の介護休暇、介護  〇

人事部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

人事課 １ 職務専念義務を免除（

さいたま市職員の職務に

専念する義務の特例に関

する条例施行規則第２条

第９号から第１２号まで

を除く。）すること。 

 〇

２ 営利企業等従事を許可

すること。（局長（局長

相当職を含む。）及び区

長を除く。） 

  〇

３ 介護休暇、介護時間及  〇



 時間及び組合休暇を承認

すること。 

４ 職員の育児休業、部分

休業及び育児短時間勤務

を承認すること。 

  ・  ［略］     

５・６ ［略］     

職員課 １～７ ［略］     

８ さいたま市会計年度任

用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則

（令和元年さいたま市規

則第５５号）の規定によ

り任命権者が定める事項

（市長を任命権者とする

ものに限る。）について

定めること。 

  ○

 ［略］ 

 び組合休暇を承認するこ

と。 

４ 育児休業、部分休業及

び育児短時間勤務を承認

すること。 

  ・  ［略］     

５・６ ［略］     

職員課 １～７ ［略］     

 ［略］ 

 財政局  財政局 

 ［略］  ［略］ 

市税事

務所 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

個人課

税課 

１ 個人の市民税及び県民

税（他の所管に属するも

のを除く。）並びに軽自

動車税の種別割の賦課決

定をすること。 

○

２ 個人の市民税及び県民

税（他の所管に属するも

のを除く。）並びに軽自

動車税の種別割に係る公

示送達をすること。 

○

 ［略］ 

市税事

務所 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

個人課

税課 

１ 個人の市民税及び県民

税（他の所管に属するも

のを除く。）並びに軽自

動車税の賦課決定をする

こと。 

○

２ 個人の市民税及び県民

税（他の所管に属するも

のを除く。）並びに軽自

動車税に係る公示送達を

すること。 

○

 ［略］ 

 市民局  市民局 

市民生 

活部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

市民生

活安全

課 

１～４ ［略］     

市民生

活部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

市民生

活安全

課 

１～４ ［略］     

５ さいたま市六日町山の

家条例（平成１３年さい

たま市条例第２１５号）

に基づく利用の承認、利

用の承認の取消し、利用

日数の変更、利用時間の

○



 ［略］ 

  変更等及び使用料の還付

をすること。 

 ［略］ 

［略］  ［略］ 

 保健福祉局  保健福祉局 

保健部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

地域医

療課 

１～３８ ［略］     

３９ ２以上の市町村の区

 域において病院、診療所、

 介護老人保健施設又は介

護医療院を開設する医療

法人に係る申請・届出書

類の受理、送付その他の

行為に関すること。 

○

 ［略］ 

保健部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

地域医

療課 

１～３８ ［略］     

３９ ２以上の市町村の区

域において病院、診療所

又は介護老人保健施設を

開設する医療法人に係る

申請・届出書類の受理、

送付その他の行為に関す

ること。 

○

 ［略］ 

福祉部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

生活福

祉課 

１～５ ［略］     

６ さいたま市被保護者等

住居・生活サービス提供

事業の業務の適正化等に

関する条例（令和元年さ

いたま市条例第３５号）

に基づく報告の徴収、検

査、調査、勧告及び勧告

に従うべき旨の命令をす

ること。 

 ○

７ さいたま市被保護者等

住居・生活サービス提供

事業の業務の適正化等に

関する条例に基づく被保

護者等住居・生活サービ

ス提供事業を行うことの

制限又は停止の命令をす

ること。 

  ○

８ さいたま市被保護者等   ○

福祉部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

生活福

祉課 

１～５ ［略］     

６ さいたま市被保護者等

住居・生活・金銭管理サ

ービス提供事業の業務の

適正化等に関する条例（

平成２５年さいたま市条

例第３８号）に基づく報

告の徴収、検査、調査、

勧告及び勧告に従うべき

旨の命令をすること。 

 ○

７ さいたま市被保護者等

住居・生活・金銭管理サ

ービス提供事業の業務の

適正化等に関する条例に

基づく被保護者等住居・

生活・金銭管理サービス

提供事業を経営すること

の制限若しくは停止の命

令又は被保護者等住居・

生活・金銭管理サービス

提供事業を行うことの制

限若しくは停止の命令を

すること。 

  ○

８ さいたま市被保護者等   ○



  住居・生活サービス提供

事業の業務の適正化等に

関する条例に基づく公表

をすること。 

 ［略］ 

障害支

援課 

１～６ ［略］     

７ 障害者総合支援法及び

児童福祉法に基づく障害

福祉サービス事業者、障

害者支援施設、障害児通

所支援事業者、障害児入

所施設及び相談支援事業

者（以下「障害福祉サー

ビス事業者等」という。

）の指定、登録、廃止及

び取消しをすること。 

 ○

８～１０ ［略］     

 ［略］ 

  住居・生活・金銭管理サ

ービス提供事業の業務の

適正化等に関する条例に

基づく公表をすること。

 ［略］ 

障害支

援課 

１～６ ［略］     

７ 障害者総合支援法及び

児童福祉法に基づく障害

福祉サービス事業者、障

害者支援施設、障害児通

所支援事業者、障害児入

所施設及び相談支援事業

者（以下「障害福祉サー

ビス事業者等」という。

）の指定、登録、廃止及

び取消しをすること。 

  ○

８～１０ ［略］     

 ［略］ 

長寿応

援部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

介護保

険課 

１ ［略］     

２ 介護保険法に基づく居

宅サービス（介護予防サ

ービスを含む。）事業者、

 地域密着型サービス（地

域密着型介護予防サービ

スを含む。）事業者及び

居宅介護支援（介護予防

支援を含む。）事業者（

第４項において「介護保

険法に基づくサービス事

業者等」という。）並び

に介護保険施設（介護老

人保健施設を除く。）の

指定、廃止及び取消しを

すること。 

 ○

３～８ ［略］     

長寿応

援部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

介護保

険課 

１ ［略］     

２ 介護保険法に基づく居

宅サービス（介護予防サ

ービスを含む。）事業者、

 地域密着型サービス（地

域密着型介護予防サービ

スを含む。）事業者及び

居宅介護支援（介護予防

支援を含む。）事業者（

第４項において「介護保

険法に基づくサービス事

業者等」という。）並び

に介護保険施設（介護老

人保健施設を除く。）の

指定、廃止及び取消しを

すること。 

  ○

３～８ ［略］     

 ［略］  ［略］ 

 環境局  環境局 

 ［略］  ［略］ 

資源循

環推進

部 

課所名 専決事項 課 部 局 副

資源循

環推進

部 

課所名 専決事項 課 部 局 副



  長 長 長 市

長

廃棄物

対策課 

１・２ ［略］     

 ３ ［略］ 

 ４ ［略］ 

産業廃

棄物指

導課

１ ［略］     

２ 廃棄物処理法に基づく

一般廃棄物処理施設及び

産業廃棄物処理施設に係

る許認可及び許可の取消

しをすること。 

  〇

３ 廃棄物処理法に基づく

市が設置する一般廃棄物

処理施設に係る設置届出

等の受理、計画の変更命

令又は廃止命令をするこ

と。 

 〇

４ 廃棄物処理法に基づく

一般廃棄物処理施設及び

産業廃棄物処理施設に係

る改善命令又は使用停止

命令をすること。 

  〇

５ 廃棄物処理法に基づく

熱回収の機能を有する一

般廃棄物処理施設及び産

業廃棄物処理施設の認定

及び認定の取消しをする

こと。 

  〇

６ ［略］ 

 ７ ［略］ 

 ８ ［略］ 

  長 長 長 市

長

廃棄物

対策課 

１・２ ［略］     

３ 廃棄物処理法に基づく

一般廃棄物処理施設に係

る許認可及び許可の取消

しをすること。 

  ○

４ 廃棄物処理法に基づく

市が設置する一般廃棄物

処理施設に係る設置届出

等の受理、計画の変更命

令又は廃止命令をするこ

と。 

 ○

５ 廃棄物処理法に基づく

一般廃棄物処理施設に係

る改善命令又は使用停止

命令をすること。 

  ○

６ 廃棄物処理法に基づく

熱回収の機能を有する一

般廃棄物処理施設の認定

及び認定の取消しをする

こと。 

  〇

７ ［略］ 

８ ［略］ 

産業廃

棄物指

導課 

１ ［略］     

２ 廃棄物処理法に基づく

産業廃棄物処理施設に係

る許認可及び許可の取消

しをすること。 

  〇

３ 廃棄物処理法に基づく

産業廃棄物処理施設に係

る改善命令又は使用停止

命令をすること。 

  〇

４ 廃棄物処理法に基づく

熱回収の機能を有する産

業廃棄物処理施設の認定

及び認定の取消しをする

こと。 

  〇

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 



 ９ ［略］ 

 １０ ［略］ 

 １１ ［略］ 

 １２ ［略］ 

 １３ ［略］ 

 １４ ［略］ 

 １５ ［略］ 

 １６ ［略］ 

 １７ ［略］ 

 １８ ［略］ 

 １９ ［略］ 

 ２０ ［略］ 

 ２１ ［略］ 

 ２２ ［略］ 

 ２３ ［略］ 

 ２４ ［略］ 

 ２５ ［略］ 

 ２６ ［略］ 

 ２７ ［略］ 

 ２８ ［略］ 

 ２９ ［略］ 

 ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ ［略］ 

２５ ［略］ 

２６ ［略］ 

２７ ［略］ 

２８ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 経済局  経済局 

商工観

光部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

経済政 

策課 

１ ［略］     

２ さいたま市産業振興会

館条例（平成１３年さい

たま市条例第２２６号）

 に基づく開館時間の変更、

利用の許可、利用の制限、

 特別の設備等の許可、利

用の許可の取消し等及び

使用料の還付をすること。

〇

３ さいたま市産業文化セ

ンター条例（平成１３年

さいたま市条例第２２７

号）に基づく開館時間の

変更、利用の許可、利用

の制限、特別の設備等の

許可、利用の許可の取消

し等及び使用料の還付を

すること。 

〇

４ さいたま市にぎわい交

流館いわつき条例（平成

３０年条例第６７号）に

○

商工観

光部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

経済政 

策課 

１ ［略］     

２ さいたま市産業振興会

館条例（平成１３年さい

たま市条例第２２６号）

に基づく利用の許可、利

用の許可の取消し等、開

館時間の変更、特別の整

備の許可及び使用料の還

付をすること。 

〇

３ さいたま市産業文化セ

ンター条例（平成１３年

さいたま市条例第２２７

 号）に基づく利用の許可、

 利用の許可の取消し等、

開館時間の変更及び使用

料の還付をすること。 

〇



基づく開館時間の変更、

利用の許可、利用の許可

の取消し等、使用料の還

付、特別の設備等の許可

及び利用の制限をするこ

と。 

５ ［略］ 

 ［略］ 

４ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］

 都市局  都市局 

都市計

画部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

都市計

画課 

１～３ ［略］     

４ 国土利用計画法（昭和

４９年法律第９２号）第

１７条から第１９条まで

の規定による許可及び土

地に関する権利の買取り

をすること。 

 ○

５ 国土利用計画法第２４

条から第２７条の２まで

の規定による助言及び勧

告等並びに土地に関する

権利処分についてのあっ

せん等をすること。 

 ○

６ 国土利用計画法第２７  ○

  条の５の規定による勧告

及び土地に関する権利処

分についてのあっせん等

をすること。 

７ 国土利用計画法第２７

条の８の規定による勧告

及び土地に関する権利処

分についてのあっせん等

をすること。 

 ○

８ 国土利用計画法第２８

条第１項の規定による認

定通知をすること。 

 ○

９ 国土利用計画法第３０

条から第３２条までの規

定による助言及び勧告等

並びに買取りの協議の通

知をすること。 

 ○

１０ 国土利用計画法第４

１条の規定による立入検

査等をすること。 

○

１１ 租税特別措置法（昭 ○

都市計

画部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

都市計

画課 

１～３ ［略］ 



和３２年法律第２６号）

に基づく優良宅地の認定

及び譲渡予定価格申出の

審査をすること。 

１２ さいたま市中高層建

築物の建築及び大規模開

発行為等に係る紛争の防

止及び調整に関する条例

（平成１３年さいたま市

条例第２２６号。以下「

中高層建築物及び大規模

開発行為等条例」という。

 ）の規定による大規模開

発行為等に係る審査結果

の通知、あっせん、調停

及び命令をすること。 

 ○

みどり

推進課 

 ［略］     みどり

推進課 

 ［略］     

開発調

整課 

１ 国土利用計画法（昭和

４９年法律第９２号）第

１７条から第１９条まで

の規定による許可及び土

地に関する権利の買取り

をすること。 

 ○

 ２ 国土利用計画法第２４

条から第２７条の２まで

の規定による助言及び勧

告等並びに土地に関する

権利処分についてのあっ

せん等をすること。 

 ○

３ 国土利用計画法第２７

条の５の規定による勧告

及び土地に関する権利処

分についてのあっせん等

をすること。 

 ○

４ 国土利用計画法第２７

条の８の規定による勧告

及び土地に関する権利処

分についてのあっせん等

をすること。 

 ○

５ 国土利用計画法第２８

条第１項の規定による認

定通知をすること。 

 ○

６ 国土利用計画法第３０

条から第３２条の規定に

よる助言及び勧告等並び

に買取りの協議の通知を

すること。 

 ○

７ 国土利用計画法第３１

条第１項の規定による必

 ○



要な措置についての勧告

及び措置報告書を受理す

ること。 

８ 国土利用計画法第４１

条の規定による立入検査

等をすること。 

○

９ 租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）に

基づく優良宅地の認定及

び譲渡予定価格申出の審

査をすること。 

○

１０ さいたま市中高層建

築物の建築及び大規模開

発行為等に係る紛争の防

止及び調整に関する条例

（平成１３年さいたま市

条例第２６６号。以下「

中高層建築物及び大規模

開発行為等条例」という。

 ）の規定による大規模開

発行為等に係る審査結果

の通知、あっせん、調停

及び命令をすること。 

 ○

 ［略］  ［略］

建設局 建設局 

 ［略］  ［略］ 

建築部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

建築行

政課 

１ 建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）に基

づく認定及び許可（第７

条の６及び第１８条第２

４項の規定による認定、

第４３条第２項第１号の

規定による認定及び同項

第２号の規定による許可

並びに第８５条第５項及

び第６項並びに第８７条

の３第５項及び第６項の

規定による許可を除く。

）をすること。 

 〇

２～６ ［略］     

 ［略］ 

建築部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

建築行

政課 

１ 建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）に基

づく認定及び許可（第７

条の６及び第１８条第２

４項の規定による認定、

第４３条第２項第１号の

規定による認定及び同項

第２号の規定による許可

並びに第８５条第５項及

び第６項の規定による許

可を除く。）をすること。

 〇

２～６ ［略］     

 ［略］ 

 ［略］  ［略］

建設事

務所 

建設事

務所 



課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

建築指

導課 

１ 建築基準法第７条の６

及び第１８条第２４項の

規定による認定、第４３

条第２項第１号の規定に

よる認定及び同項第２号

の規定による許可並びに

第８５条第５項及び第６

項並びに第８７条の３第

５項及び第６項の規定に

よる許可をすること。 

 〇

２～１０ ［略］     

 ［略］ 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

建築指

導課 

１ 建築基準法第７条の６

及び第１８条第２４項の

規定による認定、第４３

条第２項第１号の規定に

よる認定及び同項第２号

の規定による許可並びに

第８５条第５項及び第６

項の規定による許可をす

ること。 

 〇

２～１０ ［略］     

 ［略］ 

 ［略］  ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市出納室等事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市出納室等事務専決規程（平成１９年さいたま市訓令第８号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （審査課の係長の専決事項）  （審査課の係長の専決事項） 

第５条 審査課の係長は、次に掲げる事項を専決す

ることができる。 

第５条 審査課の係長は、次に掲げる事項を専決す

ることができる。 

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び

退職年金、旅費（国内旅行の概算旅費及び外国

旅行の旅費を除く。）、需用費（食糧費を除く

１件３０万円未満の支出に限る。）、役務費（

自動車損害賠償保険料及び１件３０万円未満の

支出に限る。）、償還金、利子及び割引料並び

に過誤納還付金の支出に関すること。 

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び

退職年金、賃金、旅費（国内旅行の概算旅費及

び外国旅行の旅費を除く。）、需用費（食糧費

を除く１件３０万円未満の支出に限る。）、役

務費（自動車損害賠償保険料及び１件３０万円

未満の支出に限る。）、償還金、利子及び割引

料並びに過誤納還付金の支出に関すること。 

 ［略］    ［略］ 

 （区総務課の防災・総務係等の係長の専決事項）  （区総務課の防災・総務係等の係長の専決事項）

第６条 区役所区民生活部総務課（以下「区総務課

 」という。）の防災・総務係又は総務係の係長は、

 区会計管理者の権限に属する事務のうち次に掲げ

る事項を専決することができる。 

第６条 区役所区民生活部総務課（以下「区総務課

 」という。）の防災・総務係又は総務係の係長は、

 区会計管理者の権限に属する事務のうち次に掲げ

る事項を専決することができる。 

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び

退職年金、旅費（国内旅行の概算旅費及び外国

旅行の旅費を除く。）、需用費（食糧費を除く

１件３０万円未満の支出に限る。）、役務費（

自動車損害賠償保険料及び１件３０万円未満の

支出に限る。）、償還金、利子及び割引料並び

に過誤納還付金の支出に関すること。 

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び

退職年金、賃金、旅費（国内旅行の概算旅費及

び外国旅行の旅費を除く。）、需用費（食糧費

を除く１件３０万円未満の支出に限る。）、役

務費（自動車損害賠償保険料及び１件３０万円

未満の支出に限る。）、償還金、利子及び割引

料並びに過誤納還付金の支出に関すること。 

 ［略］    ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

さいたま市訓令第５号



２ この訓令による改正後のさいたま市出納室等事務専決規程第５条及び第６条の規

定は、令和２年度以後の予算に係る支出について適用し、令和元年度までの予算に

係る支出については、なお従前の例による。 



   さいたま市職員服務規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市職員服務規程（平成１３年さいたま市訓令第６号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （身分証明書等）  （身分証明書等） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 職員は、職務に従事するときは、常にき章及び

名札を着用しなければならない。 

４ 職員は、き章及び名札を職務に従事するときは、

 常に着用しなければならない。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

 （事務引継）  （事務引継） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２ 課長以上の職にある者は、組織の改廃等により

担当事務を移管する場合は、事務引継書を作成し、

 当該担当事務の移管を受ける者に関係書類ととも

に引き継がなければならない。 

３ 前２項以外の職員にあっては、口頭で後任者（

後任者のいないときは所属長の指定する職員）又

は担当事務の移管を受ける者に関係書類とともに

引き継ぐことができる。 

２ 前項以外の職員にあっては、口頭で後任者（後

任者のいないときは所属長の指定する職員）に関

係書類とともに引き継ぐことができる。 

 （会計年度任用職員についての適用除外等） 

第２８条 第８条、第９条、第１５条、第２２条及

び前条の規定は、法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員には適用しない。 

２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用

職員に対する第１０条第２項第３号、第１７条第

１項、第１９条、第２１条及び第２３条の規定の

適用については、第１０条第２項第３号中「職員

」とあるのは「職員（法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員を除く。）」と、第１７

条第１項中「さいたま市職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市条例

第２９号）」とあるのは「さいたま市会計年度任

用職員の勤務時間及び休暇に関する規則（令和元

さいたま市訓令第６号



年さいたま市規則第５１号）」と、第１９条及び

第２１条中「所属長を経て人事課長」とあるのは

「所属長」と、第２１条中「職員」とあるのは「

職員（法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計

年度任用職員を除く。）」と、第２３条中「所属

長を経て人事課長に退職願を提出し、市長の承認

を受けなければならない」とあるのは「所属長に

退職願を提出しなければならない」とする。 

３ 法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度

任用職員に対する第２４条の規定の適用について

は、同条第１項中「週休日、休日」とあるのは「

週休日」と、同条第２項中「時間外・休日・夜間

勤務命令書」とあるのは「時間外勤務命令書」と

する。 

第２９条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第９条第４項の改正は、公

布の日から施行する。 



   さいたま市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市職員安全衛生管理規程（平成１３年さいたま市訓令第７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この訓令は、労働安全衛生法（昭和４７年

法律第５７号。以下「法」という。）その他の法

令の規定に基づき、職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一

般職の職員（消防局及び水道局の職員を除く。）

をいう。以下同じ。）の安全及び衛生の管理に関

する組織について必要な事項を定めるものとする。

第１条 この訓令は、労働安全衛生法（昭和４７年

法律第５７号。以下「法」という。）その他の法

令の規定に基づき、職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一

般職の職員（消防局及び水道局の職員を除く。）

で常時勤務に服することを要するものをいう。以

下同じ。）の安全及び衛生の管理に関する組織に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 （安全管理者）  （安全管理者） 

第５条 法第１１条第１項に規定する安全管理者（

以下「安全管理者」という。）を置く箇所及びそ

の名称は、別表第２に定めるとおりとする。 

第５条 法第１１条第１項に規定する安全管理者（

以下「安全管理者」という。）を置く箇所並びに

その名称及び人数は、別表第２に定めるとおりと

する。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （衛生管理者）  （衛生管理者） 

第６条 法第１２条第１項に規定する衛生管理者（

以下「衛生管理者」という。）を置く箇所及びそ

の名称は、別表第３に定めるとおりとする。 

第６条 法第１２条第１項に規定する衛生管理者（

以下「衛生管理者」という。）を置く箇所並びに

その名称及び人数は、別表第３に定めるとおりと

する。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （産業医）  （産業医） 

第９条 法第１３条第１項に規定する産業医（以下

 「産業医」という。）を置く箇所及びその名称は、

 別表第６に定めるとおりとする。 

第９条 法第１３条第１項に規定する産業医（以下

「産業医」という。）を置く箇所並びにその名称

及び人数は、別表第６に定めるとおりとする。 

 （作業主任者）  （作業主任者） 

第１０条 法第１４条に規定する作業主任者を置く

箇所並びにその名称及び職務は、別表第７に定め

第１０条 法第１４条に規定する作業主任者を置く

箇所並びにその名称、人数及び職務は、別表第７

さいたま市訓令第７号



るとおりとする。 に定めるとおりとする。 

 （健康診断の受診義務）  （健康診断の受診義務） 

第１８条 法第６６条第５項の規定により受診義務

が課されている職員は、指定された期日及び場所

において、健康診断を受けなければならない。 

第１８条 職員は、指定された期日及び場所におい

て、健康診断を受けなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （脳血管疾患及び虚血性心疾患の予防のための保

健指導） 

 （脳血管疾患及び虚血性心疾患の予防のための保

健指導） 

第２１条の２ 職員課長は、健康診断において、職

員が別に定める基準に該当する場合には、当該職

員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員、教職員及び第２０条第１項の

規定により、脳血管疾患又は虚血性心疾患の発生

に関し別表第９に規定する医療の面１又は２の指

導区分の決定を受けた職員を除く。以下この条に

おいて同じ。）に対し、医師又は保健師の面接に

よる保健指導を行うものとする。 

第２１条の２ 所属長は、健康診断において、脳血

管疾患及び虚血性心疾患の発生にかかわる身体の

状態に関する検査を受けた職員が別に定める基準

に該当する場合には、当該職員（教職員及び第２

０条第１項の規定により、脳血管疾患又は虚血性

心疾患の発生に関し別表第９に規定する医療の面

１又は２の指導区分の決定を受けた職員を除く。

）に対し、医師又は保健師の面接による保健指導

を行うものとする。 

２ 所属長は、職員が前項の面接を受けられるよう

配慮しなければならない。 

３ 第１項の場合において、職員が高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第

１８条第１項に規定する特定保健指導の対象であ

るときは、所属長は、同項の保健指導に代えて状

況報告書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の職員が高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号

）第１８条第１項に規定する特定保健指導の対象

であるときは、所属長は、同項の保健指導に代え

て状況報告書の提出を求めるものとする。 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

安全管理者 安全管理者 

箇所 名称  

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

安全管理者 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

安全管理者 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所安全管理者 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター安全管理

者 

建設局に置か

れる建設事務

所 

安全管理者の

上に各建設事

務所の名称を

付したもの 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学 

学校給食調理

場安全管理者 

箇所 名称 人数 

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

安全管理者 
１人 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

安全管理者 
１人 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所安全管理者 
１人 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター安全管理

者 

１人 

建設局に置か

れる建設事務

所 

安全管理者の

上に各建設事

務所の名称を

付したもの 

各１人 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学 

学校給食調理

場安全管理者 
１人 



校の学校給食

調理場 

校の学校給食

調理場 

別表第３（第６条関係） 別表第３（第６条関係） 

衛生管理者 衛生管理者 

箇所 名称  

本庁舎等 本庁舎等衛生

管理者 

財政局に置か

れる市税事務

所 

衛生管理者の

上に各市税事

務所の名称を

付したもの 

保健福祉局市

立病院 

市立病院衛生

管理者 

保健福祉局保

健所 

保健所衛生管

理者 

子ども未来局

子ども家庭総

合センター 

子ども家庭総

合センター衛

生管理者 

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園 

総合療育セン

ターひまわり

学園衛生管理

者 

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

衛生管理者 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

衛生管理者 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所衛生管理者 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター衛生管理

者 

建設局に置か

れる建設事務

所 

衛生管理者の

上に各建設事

務所の名称を

付したもの 

各区役所 衛生管理者の

上に各区役所

の名称を付し

たもの 

教育委員会 教育委員会衛

生管理者 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校のうち職員 

衛生管理者の

上に各学校の

名称を付した

もの 

箇所 名称 人数 

本庁舎等 本庁舎等衛生

管理者 

５人 

財政局に置か

れる市税事務

所 

衛生管理者の

上に各市税事

務所の名称を

付したもの 

各１人 

保健福祉局市

立病院 

市立病院衛生

管理者 

４人 

保健福祉局保

健所 

保健所衛生管

理者 

２人 

子ども未来局

子ども家庭総

合センター 

子ども家庭総

合センター衛

生管理者 

１人 

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園 

総合療育セン

ターひまわり

学園衛生管理

者 

１人 

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

衛生管理者 

１人 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

衛生管理者 

１人 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所衛生管理者 

１人 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター衛生管理

者 

１人 

建設局に置か

れる建設事務

所 

衛生管理者の

上に各建設事

務所の名称を

付したもの 

各１人 

各区役所 衛生管理者の

上に各区役所

の名称を付し

たもの 

各１人（職員

が常時２００

人以上の区役

所にあって

は、各２人） 

教育委員会 教育委員会衛

生管理者 

２人 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校のうち職員 

衛生管理者の

上に各学校の

名称を付した

もの 

各１人 



が常時５０人

以上の学校 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校の学校給食

調理場 

学校給食調理

場衛生管理者 

教育委員会生

涯学習総合セ

ンター 

生涯学習総合

センター衛生

管理者 

教育委員会中

央図書館 

中央図書館衛

生管理者 

が常時５０人

以上の学校 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校の学校給食

調理場 

学校給食調理

場衛生管理者 

２人 

教育委員会生

涯学習総合セ

ンター 

生涯学習総合

センター衛生

管理者 

１人 

教育委員会中

央図書館 

中央図書館衛

生管理者 

１人 

別表第５（第８条関係） 別表第５（第８条関係） 

衛生推進者 衛生推進者 

箇所 名称 充てる者の職 

 ［略］ 

子ども未来局

幼児未来部保

育課に置かれ

る保育園 

 ［略］ 

 ［略］ 

教育委員会生

涯学習部博物

館 

 ［略］ 

教育委員会生

涯学習部旧坂

東家住宅見沼

くらしっく館 

旧坂東家住宅

見沼くらしっ

く館衛生推進

者 

博物館長 

教育委員会生

涯学習部うら

わ美術館 

 ［略］ 

教育委員会生

涯学習総合セ

ンターに置か

れる公民館の

うち職員が常

時１０人以上

５０人未満の

公民館 

衛生推進者の

上に各公民館

の名称を付し

たもの 

各拠点公民館

長 

 ［略］ 

箇所 名称 充てる者の職 

 ［略］ 

子ども未来局

幼児未来部保

育課に置かれ

る保育園 

 ［略］ 

経済局農業政

策部農業者ト

レーニングセ

ンター 

農業者トレー

ニングセンタ

ー衛生推進者 

農業者トレー

ニングセンタ

ー所長 

 ［略］ 

教育委員会生

涯学習部博物

館 

 ［略］ 

教育委員会生

涯学習部うら

わ美術館 

 ［略］ 

 ［略］ 

別表第６（第９条関係） 別表第６（第９条関係） 

産業医 産業医 

箇所 名称  箇所 名称 人数 



本庁舎等 本庁舎等産業

医 

財政局に置か

れる市税事務

所  

産業医の上に

各市税事務所

の名称を付し

たもの 

保健福祉局市

立病院 

市立病院産業

医 

保健福祉局保

健所 

保健所産業医  

子ども未来局

子ども家庭総

合センター 

子ども家庭総

合センター産

業医 

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園 

総合療育セン

ターひまわり

学園産業医 

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

産業医 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

産業医 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所産業医 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター産業医 

建設局に置か

れる建設事務

所 

産業医の上に

各建設事務所

の名称を付し

たもの 

各区役所 産業医の上に

各区役所の名

称を付したも

の 

教育委員会 教育委員会産

業医 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校のうち職員

が常時５０人

以上の学校 

産業医の上に

各学校の名称

を付したもの 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校の学校給食

調理場 

学校給食調理

場産業医 

教育委員会生 生涯学習総合  

本庁舎等 本庁舎等産業

医 

２人 

財政局に置か

れる市税事務

所  

産業医の上に

各市税事務所

の名称を付し

たもの 

各１人 

保健福祉局市

立病院 

市立病院産業

医 

２人 

保健福祉局保

健所 

保健所産業医 １人 

子ども未来局

子ども家庭総

合センター 

子ども家庭総

合センター産

業医 

１人 

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園 

総合療育セン

ターひまわり

学園産業医 

１人 

環境局資源循

環推進部西清

掃事務所 

西清掃事務所

産業医 

１人 

環境局資源循

環推進部東清

掃事務所 

東清掃事務所

産業医 

１人 

環境局資源循

環推進部大崎

清掃事務所 

大崎清掃事務

所産業医 

１人 

環境局施設部

東部環境セン

ター 

東部環境セン

ター産業医 

１人 

建設局に置か

れる建設事務

所 

産業医の上に

各建設事務所

の名称を付し

たもの 

各１人 

各区役所 産業医の上に

各区役所の名

称を付したも

の 

各１人 

教育委員会 教育委員会産

業医 

１人 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校のうち職員

が常時５０人

以上の学校 

産業医の上に

各学校の名称

を付したもの 

各１人 

教育委員会学

校教育部に置

かれる市立学

校の学校給食

調理場 

学校給食調理

場産業医 

１人 

教育委員会生 生涯学習総合 １人 



涯学習総合セ

ンター 

センター産業

医 

教育委員会中

央図書館 

中央図書館産

業医 

涯学習総合セ

ンター 

センター産業

医 

教育委員会中

央図書館 

中央図書館産

業医 

１人 

別表第７（第１０条関係） 別表第７（第１０条関係） 

作業主任者 作業主任者 

箇所 名称  職務 

保健福

祉局市

立病院 

市立病院特

定化学物質

作業主任者 

  ［略］ 

環境局

施設部

西部環

境セン

ター 

西部環境セ

ンター酸素

欠乏危険作

業主任者 

西部環境セ

ンターボイ

ラー取扱作

業主任者 

西部環境セ

ンター第一

種圧力容器

取扱作業主

任者 

環境局

施設部

東部環

境セン

ター 

東部環境セ

ンター酸素

欠乏危険作

業主任者 

東部環境セ

ンター第一

種圧力容器

取扱作業主

任者 

東部環境セ

ンター特定

化学物質作

業主任者 

環境局 

施設部

クリー

ンセン

ター大

崎 

クリーンセ 

ンター大崎

酸素欠乏危

険作業主任

者 

クリーンセ

ンター大崎

特定化学物

質作業主任

者 

環境局

施設部

大宮南 

大宮南部浄

化センター

酸素欠乏危 

箇所 名称 人数 職務 

保健福

祉局市

立病院 

市立病院特

定化学物質

作業主任者 

１人  ［略］ 

環境局

施設部

西部環

境セン

ター 

西部環境セ

ンター酸素

欠乏危険作

業主任者 

１人  

西部環境セ

ンターボイ

ラー取扱作

業主任者 

１人  

西部環境セ

ンター第一

種圧力容器

取扱作業主

任者 

１人  

環境局

施設部

東部環

境セン

ター 

東部環境セ

ンター酸素

欠乏危険作

業主任者 

１人  

東部環境セ

ンター第一

種圧力容器

取扱作業主

任者 

１人  

東部環境セ

ンター特定

化学物質作

業主任者 

１人  

環境局 

施設部

クリー

ンセン

ター大

崎 

クリーンセ 

ンター大崎

酸素欠乏危

険作業主任

者 

１人  

クリーンセ

ンター大崎

特定化学物

質作業主任

者 

１人  

環境局

施設部

大宮南 

大宮南部浄

化センター

酸素欠乏危 

１人  



部浄化

センタ

ー 

険作業主任

者 

大宮南部浄

化センター

特定化学物

質作業主任

者 

環境局

施設部

クリー

ンセン

ター西

堀 

クリーンセ

ンター西堀

酸素欠乏危

険作業主任

者 

クリーンセ

ンター西堀

特定化学物

質作業主任

者 

部浄化

センタ

ー 

険作業主任

者 

大宮南部浄

化センター

特定化学物

質作業主任

者 

１人  

環境局

施設部

クリー

ンセン

ター西

堀 

クリーンセ

ンター西堀

酸素欠乏危

険作業主任

者 

１人  

クリーンセ

ンター西堀

特定化学物

質作業主任

者 

１人  

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市保健所事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市保健所事務専決規程（平成１４年さいたま市訓令第５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 (専決事項)  (専決事項) 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 保健所長の個別専決事項は、次のとおりとする。２ 保健所長の個別専決事項は、次のとおりとする。

 ［略］    ［略］ 

 参事等の職務に専念する義務を免除（さいた

ま市職員の職務に専念する義務の特例に関する

条例施行規則（平成１４年さいたま市人事委員

会規則第１６号）第２条第１０号から第１２号

までに限る。）すること。 

 参事等の職務に専念する義務を免除（さいた

ま市職員の職務に専念する義務の特例に関する

条例施行規則（平成１４年さいたま市人事委員

会規則第１６号）第２条第９号から第１１号ま

でに限る。）すること。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員をいう。以下同じ。）を

任免すること。 

 臨時職員を任免すること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

３ 課長の個別専決事項は、次のとおりとする。た

だし、保健総務課長の個別専決事項は、第１２号

に掲げる事項とする。 

３ 課長の個別専決事項は、次のとおりとする。た

だし、保健総務課長の個別専決事項は、第８号に

掲げる事項とする。 

 所属職員の病気休暇及び特別休暇（さいたま

市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

施行規則第２１条第１項第３号及びさいたま市

会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する

規則（令和元年さいたま市規則第５１号）第１

１条第２項第１号を除く。）を承認すること。

 所属職員の病気休暇及び特別休暇（さいたま

市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

施行規則第２１条第１項第３号を除く。）を承

認すること。 

 所属職員（会計年度任用職員を除く。）の職

務に専念する義務を免除（さいたま市職員の職

務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

第２条第１０号から第１２号までに限る。）す

ること。 

 所属職員の職務に専念する義務を免除（さい

たま市職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例施行規則第２条第９号から第１１号まで

に限る。）すること。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 所属職員（会計年度任用職員に限る。以下「

所属会計年度任用職員」という。）の職務に専

さいたま市訓令第８号



念する義務を免除（さいたま市職員の職務に専

念する義務の特例に関する条例施行規則第２条

第９号を除く。）すること。 

 所属会計年度任用職員の営利企業等従事を許

可すること。 

 所属会計年度任用職員の介護休暇、介護時間、

  育児休業及び部分休業を承認すること。 

 地方公務員法第２８条第２項第１号の規定に

より、所属会計年度任用職員に休職を命じるこ

と。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市立病院事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市立病院事務専決規程（平成１３年さいたま市訓令第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （院長の専決事項）  （院長の専決事項） 

第１０条 院長は、次に掲げる事項を専決すること

ができる。 

第１０条 院長は、次に掲げる事項を専決すること

ができる。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

副院長、院長補佐、病院経営部長、看護部長、

診療部の職員（薬剤科の職員（科長を除く。）、

  中央放射線科の職員（部長及び技師長を除く。

）、リハビリテーション科の職員（部長、科長

及び技師長を除く。）、中央検査科の職員（部

長及び技師長を除く。）、臨床工学科の職員（

部長及び技師長を除く。）及び栄養科の職員（

科長を除く。）を除く。以下この条において同

じ。）及び患者支援センター所長の病気休暇及

び特別休暇（さいたま市職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例施行規則（平成１３年さ

いたま市規則第２９号）第２１条第１項第３号

及びさいたま市会計年度任用職員の勤務時間及

び休暇に関する規則（令和元年さいたま市規則

第５１号）第１１条第２項第１号に規定する休

暇を除く。以下同じ。）を承認すること。 

副院長、院長補佐、病院経営部長、看護部長、

診療部の職員（薬剤科の職員（科長を除く。）、

  中央放射線科の職員（部長及び技師長を除く。

）、リハビリテーション科の職員（部長、科長

及び士長を除く。）、中央検査科の職員（部長

及び技師長を除く。）、臨床工学科の職員（部

長及び技師長を除く。）及び栄養科の職員（科

長を除く。）を除く。以下この条において同じ。

  ）及び患者支援センター所長の病気休暇及び特

別休暇（さいたま市職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例施行規則（平成１３年さいた

ま市規則第２９号）第２１条第１項第３号に規

定する休暇を除く。以下同じ。）を承認するこ

と。 

副院長、院長補佐、病院経営部長、看護部長、

  診療部の職員及び患者支援センター所長の職務

専念義務の免除（さいたま市職務に専念する義

務の特例に関する条例施行規則（平成１４年さ

いたま市人事委員会規則第１６号）第２条第１

０号から第１２号までに規定するものに限る。

第１２条第８号、第１３条第８号及び第１５条

第９号を除き、以下同じ。）をすること。 

副院長、院長補佐、病院経営部長、看護部長、

  診療部の職員及び患者支援センター所長の職務

専念義務の免除（さいたま市職務に専念する義

務の特例に関する条例施行規則（平成１４年さ

いたま市人事委員会規則第１６号）第２条第９

号から第１１号までに規定するものに限る。以

下同じ。）をすること。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （病院経営部長の専決事項）  （病院経営部長の専決事項） 

第１１条 病院経営部長は、次に掲げる事項を専決

することができる。 

第１１条 病院経営部長は、次に掲げる事項を専決

することができる。 

さいたま市訓令第９号



～  ［略］   ～  ［略］ 

 会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員をいう。以下同じ。）を

任免すること。 

 臨時職員の雇入れをすること。 

 （課長、室長及び副所長の専決事項）  （課長、室長及び副所長の専決事項） 

第１２条 課長、室長及び副所長は、次に掲げる事

項を専決することができる。 

第１２条 課長、室長及び副所長は、次に掲げる事

項を専決することができる。 

 ［略］    ［略］ 

 所属職員（会計年度任用職員を除く。以下「

所属常勤職員」という。）の職務専念義務の免

除をすること。 

 所属職員の職務専念義務の免除をすること。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 所属職員（会計年度任用職員に限る。以下「

所属会計年度任用職員」という。）の職務専念

義務の免除（さいたま市職員の職務に専念する

義務の特例に関する条例施行規則第２条第９号

を除く。次条第８号及び第１５条第９号におい

て同じ。）をすること。 

 所属会計年度任用職員の営利企業等従事を許

可すること。 

 所属会計年度任用職員の介護休暇、介護時間、

  育児休業及び部分休業を承認すること。 

 地方公務員法第２８条第２項第１号の規定に

より、所属会計年度任用職員に休職を命じるこ

と。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （薬剤科長、中央放射線科技師長、リハビリテー

ション科部長、中央検査科技師長、臨床工学科技

師長及び栄養科長の専決事項） 

 （薬剤科長、中央放射線科技師長、リハビリテー

ション科部長、中央検査科技師長、臨床工学科技

師長及び栄養科長の専決事項） 

第１３条 薬剤科長、中央放射線科技師長、リハビ

リテーション科部長、中央検査科技師長、臨床工

学科技師長及び栄養科長は、次に掲げる事項を専

決することができる。 

第１３条 薬剤科長、中央放射線科技師長、リハビ

リテーション科部長、中央検査科技師長、臨床工

学科技師長及び栄養科長は、次に掲げる事項を専

決することができる。 

 ［略］    ［略］ 

 所属常勤職員の職務専念義務の免除をするこ

と。 

 所属職員の職務専念義務の免除をすること。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 所属会計年度任用職員の職務専念義務の免除

をすること。 

 所属会計年度任用職員の営利企業等従事を許

可すること。 

 所属会計年度任用職員の介護休暇、介護時間、



  育児休業及び部分休業を承認すること。 

 地方公務員法第２８条第２項第１号の規定に

より、所属会計年度任用職員に休職を命じるこ

と。 

 （看護師長の専決事項）  （看護師長の専決事項） 

第１５条 看護師長は、次に掲げる事項を専決する

ことができる。 

第１５条 看護師長は、次に掲げる事項を専決する

ことができる。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 所属常勤職員の職務専念義務の免除をするこ

と。 

 所属職員の職務専念義務の免除をすること。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 所属会計年度任用職員の職務専念義務の免除

をすること。 

 所属会計年度任用職員の営利企業等従事を許

可すること。 

 所属会計年度任用職員の介護休暇、介護時間、

  育児休業及び部分休業を承認すること。 

 地方公務員法第２８条第２項第１号の規定に

より、所属会計年度任用職員に休職を命じるこ

と。 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市訓令第８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （代決）  （代決） 

第１１条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次の表

の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、当該事

案を主管する同表右欄に掲げる代決権者が代決す

ることができる。 

第１１条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次の表

の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、当該事

案を主管する同表右欄に掲げる代決権者が代決す

ることができる。 

決裁権者 代決権者

 ［略］

本庁の課長、区役所

の課長、第１類事業

所の課長及び第２類

事業所の長

課長補佐（所長補佐、館

長補佐、場長補佐及び室

長補佐を含む。以下同じ。

）（課長補佐を置かない

組織にあっては課長があ

らかじめ指定した職員、

課長補佐と特定事業の担

当を指定された副参事が

置かれている場合の組織

にあってはあらかじめ課

長が指定した事案に限り

当該副参事）

決裁権者 代決権者

 ［略］

本庁の課長、区役所

の課長、第１類事業

所の課長及び第２類

事業所の長

課長補佐（所長補佐、館

長補佐、場長補佐及び室

長補佐を含む。以下同じ。

）（課長補佐を置かない

組織にあっては、課長が

あらかじめ指定した職員

）

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

さいたま市訓令第１０号


